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事案の概要

本件は、特許第4178032号に対する無効審判請求（無効2018－800113号）において、訂正を認めた上で、
請求項１、４及び５について特許を無効とするとした部分の審決の取消を求める訴訟である。

本件明細書には臨床試験の結果が記載されていないところ、審決は、薬理学的試験（in vitro試験）の
結果から本件カルボスチリル化合物が５－ＨＴ１Ａ部分作動薬であることを当業者は理解できるが、５－
ＨＴ１Ａ部分作動薬を双極性障害の治療に使用することができることが技術常識とは言えないから、請求
項１に記載の双極性Ⅰ型障害及び双極性Ⅱ型障害のいずれかに罹患した患者に本件カルボスチリル化合
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主 要 判 決 全 文 紹 介
≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（５－ＨＴ１Ａ受容体サブタイプ作動薬－本件カルボスチリル化合物により「様々な有害事象が生じる危険性」
は医薬用途発明の実施可能要件適合性を否定する「特段の事由」に当たらない、とされた事例）［上］（全２回）
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